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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）酵母菌体を、１００～１３０℃で１０～９０秒間加熱殺菌する工程；
（２）前記工程（１）により殺菌した酵母菌体を、５０～８５℃、ｐＨ７～１０で抽出処
理し、酵母抽出物を調製する工程；
（３）前記工程（２）の後、得られた酵母抽出物を固液分離処理し、不溶物の少なくとも
一部を除去する工程；
（４）前記工程（３）の後、不溶物が除去された酵母抽出物をヌクレアーゼ処理及びデア
ミナーゼ処理する工程；並びに
（５）前記工程（４）の後、前記酵母抽出物を加熱殺菌処理する工程；
を有する、酵母エキスの製造方法。
【請求項２】
　前記工程（２）における抽出処理を、ｐＨ７．４～１０で行う、請求項１に記載の酵母
エキスの製造方法。
【請求項３】
　前記工程（４）におけるヌクレアーゼ処理及びデアミナーゼ処理を、ｐＨ４．０以上ｐ
Ｈ７未満で行う、請求項１又は２に記載の酵母エキスの製造方法。
【請求項４】
　前記工程（５）の後、さらに、
（６）前記酵母抽出物を濾過する濾過工程；及び
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（７）前記濾過工程により得られた濾液を乾燥させる乾燥工程；
を有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の酵母エキスの製造方法。
【請求項５】
　前記濾過工程（６）後、前記乾燥工程（７）前に、さらに、
（６－１）前記濾過工程（６）により得られた濾液を濃縮する濃縮工程；及び
（６－２）前記濃縮工程（６－１）により得られた濃縮物を加熱殺菌処理する加熱殺菌工
程；
を有する、請求項４に記載の酵母エキスの製造方法。
【請求項６】
　前記濾過が珪藻土濾過である、請求項４又は５に記載の酵母エキスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、核酸含有量の高い酵母エキスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酵母エキスとは、酵母菌体から調製され、アミノ酸等を豊富に含むものであり、従来か
ら、旨味やコクを付与するための調味料等のような食品添加剤として使用されている。特
に昨今の天然志向の高まりから、調味料としての酵母エキスの需要は増加傾向にある。呈
味成分を豊富に含む酵母から調製された酵母エキスは、より優れた調味料として使用し得
ることが期待できるため、呈味成分をより多く含む酵母エキスの開発が盛んに行われてい
る。
【０００３】
　呈味成分のうち、特に核酸の含有量が多い酵母エキスを製造する方法が幾つか報告され
ている。例えば、特許文献１には、酸性水溶液で処理した酵母菌体を加熱処理して酵母菌
体内の酵素を失活させた後、アルカリ処理を行ってエキス分を抽出し、遠心分離処理によ
り菌体残渣を除去した上清を５’－ホスホジエステラーゼ及びデアミナーゼ処理すること
により、核酸含有量の高い酵母エキスを調製する方法が開示されている。また、特許文献
２には、酵母懸濁液をアルカリ抽出した後に、菌体内のプロテアーゼ及びリボヌクレアー
ゼ類を加熱失活させ、次いで５’－ホスホジエステラーゼと５’－アデニル酸デアミナー
ゼとを作用させることにより、核酸含有量の高い酵母エキスを調製する方法が開示されて
いる。さらに、特許文献３には、元々核酸含有量の高い酵母に対して、酵母菌体を４０～
９５℃の温度で殺菌処理した後、遠心分離処理により得られた上清をプロテイナーゼ、ヌ
クレアーゼ、及びトランスアミナーゼにより処理し、得られた酵素分解物を加熱処理によ
り酵素を失活させることにより、核酸含有量の高い酵母エキスを調製する方法が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１０１８４６号公報
【特許文献２】特許第２６０４３０６号公報
【特許文献３】特表２０１１－５１２１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の方法では、酸処理後に中和処理してアルカリ処理を行い、その後さ
らに酵素処理のために中和処理を行う必要がある。このため、得られた酵母エキス中には
中和塩が多量に持ち込まれてしまい、相対的に核酸含有量が低くなるという問題がある。
　また、特許文献２に記載の方法では、菌体に対して殺菌処理を行わずに直接アルカリ抽
出を行うため、後記実施例において示すように、核酸以外の物質も多く抽出される結果、
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相対的に核酸含有量が少なくなる傾向があり、かつ雑味が比較的多くなる。特許文献３に
記載の方法では、殺菌処理が比較的低温で長時間であることに加えて、全工程がほぼ酸性
条件で行われるため、後記実施例において示すように、菌体から核酸がうまく抽出されな
い。
【０００６】
　本発明は、核酸、特に呈味性核酸であるイノシン酸とグアニル酸を従来よりも高濃度に
含有する酵母エキスを製造する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意研究を行った結果、酵母菌体に対して高温
で短時間の殺菌処理を行った後に更にｐＨ７～１０で抽出処理を行い、次いで菌体残渣を
除去したエキス分に対してヌクレアーゼ処理及びデアミナーゼ処理を行うことにより、従
来よりも核酸含有量の高い酵母エキスが得られることを見出し、本発明を完成させた。す
なわち、本発明は以下の構成を採用する。
【０００８】
［１］　（１）酵母菌体を、１００～１３０℃で１０～９０秒間加熱殺菌する工程と、（
２）前記工程（１）により殺菌した酵母菌体を、５０～８５℃、ｐＨ７～１０で抽出処理
し、酵母抽出物を調製する工程；
（３）前記工程（２）の後、得られた酵母抽出物を固液分離処理し、不溶物の少なくとも
一部を除去する工程；
（４）前記工程（３）の後、不溶物が除去された酵母抽出物をヌクレアーゼ処理及びデア
ミナーゼ処理する工程；並びに
（５）前記工程（４）の後、前記酵母抽出物を殺菌処理する工程；
を有する、酵母エキスの製造方法。
［２］　前記工程（２）における抽出処理を、ｐＨ７．４～１０で行う、前記［１］の酵
母エキスの製造方法。
［３］　前記工程（４）におけるヌクレアーゼ処理及びデアミナーゼ処理を、ｐＨ４．０
以上ｐＨ７未満で行う、前記［１］又は［２］の酵母エキスの製造方法。
［４］　前記工程（５）の後、さらに、
（６）前記酵母抽出物を濾過する濾過工程；及び
（７）前記濾過工程により得られた濾液を乾燥させる乾燥工程；
を有する、前記［１］～［３］のいずれかの酵母エキスの製造方法。
［５］　前記濾過工程（６）後、前記乾燥工程（７）前に、さらに
（６－１）前記濾過工程（６）により得られた濾液を濃縮する濃縮工程；及び
（６－２）前記濃縮工程（６－１）により得られた濃縮物を加熱殺菌処理する加熱殺菌工
程；
を有する、前記［４］の酵母エキスの製造方法。
［６］　前記濾過が珪藻土濾過である、前記［４］又は［５］の酵母エキスの製造方法。
［７］　前記［１］～［６］のいずれかの酵母エキスの製造方法により製造された酵母エ
キス。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法により、酵母菌体から、従来の酵母エキスの製造方
法よりもより核酸含有量の高い酵母エキスを調製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１において、方法１～６により得られた菌体分離直前サンプルの分解率の
測定結果を示した図である。
【図２】実施例１において、方法１～６の各工程において得られた各サンプルの固形分乾
燥重量に対するＡＩＧ含有量（％）の測定結果を示した図である。
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【図３】実施例２において、抽出温度を７０℃とした試験区ｍ１～ｍ３の分解率（％）の
測定結果を示した図である。
【図４】実施例２において、抽出温度を７０℃とした試験区ｍ１～ｍ３のＡＩＧ含有量（
％）の測定結果を示した図である。
【図５】実施例２において、抽出ｐＨを７．７とした試験区ｍ２、ｍ４、ｍ６の分解率（
％）の測定結果を示した図である。
【図６】実施例２において、抽出ｐＨを７．７とした試験区ｍ２、ｍ４、ｍ６のＡＩＧ含
有量（％）の測定結果を示した図である。
【図７】実施例２において、抽出温度を７５℃とした試験区ｍ４及びｍ５の分解率（％）
の測定結果を示した図である。
【図８】実施例２において、抽出温度を７５℃とした試験区ｍ４及びｍ５のＡＩＧ含有量
（％）の測定結果を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法は、エキス抽出前に予め酵母菌体を短時間で殺菌処
理することに加えて、菌体からのエキス分の抽出をｐＨ７～１０のアルカリ処理により行
った後、得られたエキス分から菌体残渣を除去したものに対してヌクレアーゼ処理とデア
ミナーゼ処理を行うことを特徴とする。具体的には、本発明に係る酵母エキスの製造方法
は、下記工程（１）～（５）を有することを特徴とする。
（１）酵母菌体を、１００～１３０℃で１０～９０秒間加熱殺菌する工程；
（２）前記工程（１）により殺菌した酵母菌体を、５０～８５℃、ｐＨ７～１０で抽出処
理し、酵母抽出物を調製する工程；
（３）前記工程（２）の後、得られた酵母抽出物を固液分離処理し、不溶物の少なくとも
一部を除去する工程；並びに
（４）前記工程（３）の後、不溶物が除去された酵母抽出物をヌクレアーゼ処理及びデア
ミナーゼ処理する工程；
（５）前記工程（４）の後、前記酵母抽出物を加熱殺菌処理する工程。
【００１２】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法に供される酵母菌体は、単細胞性の真菌類であれば
よく、具体的には、サッカロマイセス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）属菌、シゾサッカ
ロマイセス（Ｓｈｉｚｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）属菌、ピキア（Ｐｉｃｈｉａ）属
菌、キャンディダ（Ｃａｎｄｉｄａ）属菌、クリベロマイセス（Ｋｌｕｙｖｅｒｏｍｙｃ
ｅｓ）属菌、ウィリオプシス（Ｗｉｌｌｉｏｐｓｉｓ）属菌、デバリオマイセス（Ｄｅｂ
ａｒｙｏｍｙｃｅｓ）属菌、ガラクトマイセス（Ｇａｌａｃｔｏｍｙｃｅｓ）属菌、トル
ラスポラ（Ｔｏｒｕｌａｓｐｏｒａ）属菌、ロドトルラ（Ｒｈｏｄｏｔｏｒｕｌａ）属菌
、ヤロウィア（Ｙａｒｒｏｗｉａ）属菌、ジゴサッカロマイセス（Ｚｙｇｏｓａｃｃｈａ
ｒｏｍｙｃｅｓ）属菌などが挙げられる。これらの中でも、可食性であることから、キャ
ンディダ・トロピカリス（Ｃａｎｄｉｄａ ｔｒｏｐｉｃａｌｉｓ）、キャンディダ・リ
ポリティカ（Ｃａｎｄｉｄａ ｌｙｐｏｌｉｔｉｃａ）、キャンディダ・ユティリス（Ｃ
ａｎｄｉｄａ ｕｔｉｌｉｓ）、キャンディダ・サケ（Ｃａｎｄｉｄａ ｓａｋｅ）、及び
サッカロマイセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）
などが好ましく、より好ましくは汎用されているサッカロマイセス・セレビシエ、及びキ
ャンディダ・ユティリスである。
【００１３】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法に供される酵母菌体は、天然の（野生型の）菌株（
遺伝子を人為的に改変処理されていない菌株）であってもよく、変異株であってもよい。
変異株としては、例えば、ＥＭＳ（メタンスルフォン酸エチル）処理等の突然変異処理に
よって核酸含有量、特にイノシン酸とグアニル酸の総含有量（以下、「ＩＧ含有量」とい
うことがある。）が高められた変異株等が挙げられる。本発明に係る酵母エキスの製造方
法により、元々核酸含有量が少ない酵母の菌体からであっても、従来の酵母エキスの製造
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方法を行った場合よりも核酸含有量の高い酵母エキスを調製することができる。
【００１４】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法に供される酵母菌体は、常法により培養されたもの
を用いることができる。酵母菌体の培養形式としては、回分培養、流加培養、又は連続培
養のいずれでもよいが、工業的には流加培養又は連続培養が採用される。
【００１５】
　酵母菌体の培養に用いられる培地組成としては、特に限定されるものではなく、定法に
おいて利用されるものを用いることができる。例えば、炭素源として通常の微生物の培養
に利用されるグルコース、蔗糖、酢酸、エタノール、糖蜜及び亜硫酸パルプ廃液等からな
る群より選ばれる１種又は２種以上が用いられる。窒素源としては、尿素、アンモニア、
硫酸アンモニウム、塩化アンモニウム、又はリン酸アンモニウム等の無機塩、及びコーン
スティプリカー（ＣＳＬ）、カゼイン、酵母エキス又はペプトン等の含窒素有機物等から
なる群より選ばれる１種又は２種以上が使用される。更に、リン酸成分、カリウム成分、
マグネシウム成分を培地に添加してもよく、これらとしては、過リン酸石灰、リン安、塩
化カリウム、水酸化カリウム、硫酸マグネシウム、塩酸マグネシウム等の通常の工業用原
料でよい。その他、亜鉛、銅、マンガン、鉄イオン等の無機塩を使用してもよい。その他
、ビタミン等を添加してもよい。
【００１６】
　培養条件又はｐＨ調整前の培養条件は、一般的な酵母の培養条件に従えばよく、例えば
温度は２０～４０℃、好ましくは２５～３５℃がよく、ｐＨは３．５～７．５、特に４．
０～６．０が好ましい。
　また、好気的条件であることが好ましく、通気・攪拌を行いながら培養することがより
好ましい。通気の量と攪拌の条件は、培養の容量と時間、菌の初発濃度を考慮して、適宜
決定することができる。例えば、通気は０．２～２Ｖ．Ｖ．Ｍ．（Ｖｏｌｕｍｅ ｐｅｒ 
ｖｏｌｕｍｅ ｐｅｒ ｍｉｎｕｔｓ)程度、攪拌は５０～９００ｒｐｍ程度で行なうこと
ができる。
【００１７】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法に供される酵母菌体は、培養後、遠心分離処理等に
より集菌した後、水又はバッファー等で洗浄しておくことが好ましい。洗浄することによ
り、酵母エキスに培養培地由来の成分の持ち込みを抑制することができる。洗浄するバッ
ファーとしては、酵母自体を損なうおそれのないものであれば特に限定されるものではな
く、ＰＢＳ（リン酸緩衝生理食塩水）等の酵母等の微生物の洗浄等に一般的に用いられる
バッファーの中から適宜選択して用いることができる。
【００１８】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法としては、まず、工程（１）として、酵母菌体を、
１００～１３０℃で１０～９０秒間加熱殺菌する。本発明においては、酵母の菌株からエ
キス分を抽出する前に殺菌処理することによって菌体由来の酵素を失活させるが、この際
に殺菌処理を短時間で行うことにより、殺菌処理を比較的長時間行う場合よりも、当該菌
体から抽出されるエキス分中の核酸含有量を高めることができる。殺菌処理の温度として
は、１００～１２５℃が好ましく、１１０～１２５℃がより好ましく、１１５～１２５℃
がさらに好ましい。殺菌処理の時間としては、２０～９０秒間が好ましく、３０～９０秒
間がより好ましく、４０～８０秒間がさらに好ましい。殺菌方法としては、例えば、ＵＨ
Ｔ（Ultra high temperature）殺菌装置、オートクレーブ等を使用して行うことができる
。
【００１９】
　次いで、工程（２）として、工程（１）により殺菌した酵母菌体を、５０～８５℃、ｐ
Ｈ７～１０で抽出処理し、酵母抽出物を調製する。抽出処理のｐＨは、７．４～１０が好
ましく、７．７～１０がより好ましく、７．７～９．５がさらに好ましい。核酸は、中性
～アルカリ性条件で、特にアルカリ条件で抽出することにより、酵母菌体から核酸を効率
よく抽出することができる。
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【００２０】
　抽出処理の温度としては、５０～８５℃が好ましく、５５～７５℃がより好ましく、６
０～７５℃がさらに好ましく、６５～７５℃がよりさらに好ましい。抽出処理の時間とし
ては、酵母菌体からエキス分を充分に抽出可能な時間であれば特に限定されるものではな
く、処理する菌体の重量や抽出処理の温度等を考慮して適宜調節することができる。本発
明においては、抽出処理時間は３０分間～１２時間が好ましく、１～９時間がより好まし
く、１～６時間がよりさらに好ましい。また、抽出処理は一定の温度で行ってもよく、温
度を途中で変更してもよい。例えば、８０℃で３０分間～２時間加熱した後、５５～７０
℃で３０分間～５時間加熱してもよい。抽出処理のｐＨが比較的低い場合には、抽出温度
を高めとし、かつ抽出時間を長くすることにより、ｐＨが比較的高い条件と同様に充分量
の核酸を抽出することができる。
【００２１】
　次いで、工程（３）として、工程（２）により得られた酵母抽出物を固液分離処理し、
不溶物（菌体残渣）の少なくとも一部を除去する。当該除去により、主に、酵母細胞壁が
除去される。固液分離処理としては、沈降分離、遠心分離、濾過、デカンテーション、圧
搾等の各種方法の中から適宜選択して行うことができる。以降の酵素反応では、酵素の至
適条件の点からｐＨ調整を行い酸性条件にするが、ｐＨ調整により液性画分に抽出された
核酸が菌体残渣に再吸収されてしまう。本発明においては、中和処理前に菌体残渣を予め
除去することにより、中和処理における菌体残渣への再吸収による核酸損失が抑制される
結果、最終的に得られる酵母エキス中の核酸含有量を高めることができる。
【００２２】
　次いで、工程（４）において、工程（３）において不溶物が除去された酵母抽出物をヌ
クレアーゼ処理及びデアミナーゼ処理する。酵母抽出物中の核酸をヌクレアーゼ処理する
ことにより、呈味性核酸であるグアニル酸が生成される。また、ヌクレアーゼ処理により
得られたアデニル酸をデアミナーゼ処理することにより、呈味性核酸であるイノシン酸が
生成される。
【００２３】
　ヌクレアーゼ処理及びデアミナーゼ処理は、いずれも市販の各種酵素を使用することが
できる。これらの酵素処理における温度、ｐＨ、添加する酵素量、及び酵素処理時間は、
使用する酵素の種類、活性の強さ、処理する酵素抽出物の濃度等を考慮して適宜決定する
ことができる。また、各酵素処理の順番は、ヌクレアーゼ処理物に対してデアミナーゼ処
理が可能であればよく、ヌクレアーゼ処理を行った後の酵母抽出物にデアミナーゼを添加
してデアミナーゼ処理を行ってもよく、用いるヌクレアーゼとデアミナーゼが共に同じ温
度で酵素活性を示す場合には、酵母抽出物にヌクレアーゼとデアミナーゼを共に添加して
同時に酵素処理を行ってもよい。
【００２４】
　例えば、不溶物が除去された酵母抽出物をｐＨ４．０以上、ｐＨ７未満、好ましくはｐ
Ｈ４．５～６．０に調整した後、ヌクレアーゼを添加して６０～８０℃で３０分間～１２
時間ヌクレアーゼ処理した後、デアミナーゼを添加して４０～６０℃で３０分間～６時間
デアミナーゼ処理を行うことにより、イノシン酸とグアニル酸を充分に生成することがで
きる。
【００２５】
　その後、工程（５）として、酵素処理後の酵母抽出物（酵母エキス）を加熱殺菌処理す
る。当該加熱殺菌処理により、混入しているヌクレアーゼとデアミナーゼも失活させるこ
とができるため、加熱殺菌処理の温度は、添加したヌクレアーゼとデアミナーゼが失活可
能な温度であることが好ましい。例えば、８０～１２０℃、好ましくは８０～１０５℃、
より好ましくは９０～１０５℃で、１５秒間～３０分間、好ましくは１５～９０秒間加熱
処理することにより、殺菌と酵素の失活を同時に行うことができる。
【００２６】
　工程（５）により得られた殺菌済の酵母抽出物は、そのまま酵母エキスとして使用する
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こともできるが、濾過処理、遠心分離処理、沈殿法等の濾過工程（６）により不溶物を除
去しておくことが好ましい。当該濾過処理としては、不溶物に加えて雑味等の原因となる
物質も吸着除去可能であることから、珪藻土濾過を行うことがより好ましい。なお、最終
的な酵母エキスのｐＨが所望のｐＨになるように、不要物を除去する前又は除去後にｐＨ
調整を行っておくことが好ましい。
【００２７】
　工程（５）により得られた殺菌済の酵母抽出物、又は当該酵母抽出物から不溶物を除去
した酵母抽出物は、さらに、乾燥工程（７）にかけることができる。また、固形分乾燥重
量が所望の濃度になるように、濾過工程（６）の後、乾燥工程（７）の前に、適宜濃縮す
る濃縮工程（６－１）にかけてもよい。濃縮工程は、蒸発法、凍結濃縮法、逆浸透圧濃縮
法等の公知の濃縮方法の中から適宜選択して行うことができる。
【００２８】
　不溶物除去後や濃縮処理後の酵母エキスに対して、さらに加熱殺菌処理工程（６－２）
を行ってもよい。当該加熱殺菌処理は、工程（１）や工程（５）における加熱殺菌処理と
同様に行うことができる。酵母エキスの風味を損なう恐れが小さいため、ＵＨＴ殺菌処理
であることが好ましい。
【００２９】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法により得られた酵母エキスを乾燥処理して粉末状に
することで、核酸高含有酵母エキス粉末が得られる。例えば、濾過処理後の酵母抽出物を
、必要に応じてｐＨを中性に調整した後、所望の濃度となるように濃縮した後、必要に応
じて食塩やデキストリン等の添加物を添加した上で乾燥処理することにより、粉末状の酵
母エキスが得られる。酵母エキス粉末を調製する方法としては、通常行われている方法で
あればいずれの方法であってもよいが、工業的には、凍結乾燥法、スプレードライ法、ド
ラムドライ法などが採用される。
【００３０】
　得られた酵母エキスや該酵母エキス粉末は、調味料組成物としてもよい。なお、当該調
味料組成物は、本発明において得られた酵母エキスのみからなるものであってもよく、本
発明において得られた酵母エキス等の他に、安定化剤、保存剤等の他の成分を含有してい
てもよい。具体的には、酵母エキスやその粉末に、必要に応じてその他の成分を添加して
混合することにより、調味料組成物を製造することができる。当該調味料組成物は、他の
調味料組成物と同様に、様々な飲食品に適宜用いることができる。
【００３１】
　さらに、得られた酵母エキスやその粉末は、原料として直接飲食品に含有させることも
できる。具体的には、飲食品の製造工程において、本発明において得られた酵母エキス、
及び該酵母エキス粉末等を、他の原料と同様に添加する。当該飲食品としては、通常酵母
エキス又はこれを含む調味料組成物を添加しうる飲食品であれば何れでもよいが、例えば
アルコール飲料、清涼飲料、発酵食品、調味料、スープ類、パン類、菓子類等を挙げるこ
とができる。
【００３２】
　このように、本発明に係る酵母エキスの製造方法により、核酸含有量の高い酵母エキス
を調製することができる。例えば、熱水抽出法等の従来の製法では乾燥重量当たりのＩＧ
含有量が５～８質量％程度の酵母エキスしか調製できない酵母菌体からであっても、本発
明に係る酵母エキスの製造方法により、酵母エキス中に乾燥重量当たりのＩＧ含有量が１
５質量％以上、好ましくは１５～３０質量％、より好ましくは２０～３０質量％の酵母エ
キスを製造することができる。
　このため、本発明に係る酵母エキスの製造方法によって得られる酵母エキスは、特に呈
味性が高く、飲食品等に用いることで、味に深みがあり、コクのある飲食品が製造できる
。
【００３３】
　なお、本発明において、「酵母エキスの乾燥重量当たりのＩＧ含有量（イノシン酸とグ
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アニル酸の総含有量）」とは、酵母エキスを乾燥させて得られる固形分中に含まれるイノ
シン酸とグアニル酸の総和量（２Ｎａ・７水和物換算値）の割合（質量％）を意味する。
　また、イノシン酸とグアニル酸の含有量は、例えば、それぞれ、Ｃ１８カラム（ＯＤＳ
カラム）を用いたＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）分析により得られたクロマト
グラフのピーク面積から求めることができる。ピーク面積からの定量方法は、面積百分率
法によってもよく、濃度既知の標準品のピーク面積との比から求めてもよい。
【実施例】
【００３４】
　次に、実施例を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
されるものではない。
【００３５】
［実施例１］
　酵母菌体から抽出した抽出物をヌクレアーゼ処理及びデアミナーゼ処理する方法により
、酵母エキスを調製した。具体的には、下記６種の方法により行い、得られた酵母エキス
の乾燥重量当たりのＩＧ含有量（イノシン酸とグアニル酸の含有量）を比較した。
【００３６】
＜酵母の培養物の調製＞
　２％寒天含有ＹＰＤ平板培地に、サッカロマイセス・セレビシエＡＢ５８１４株を植菌
し、３０℃のインキュベーターにて一晩静置培養行い、継代培養プレートを作製し、４℃
にて保存した。
　該継代培養プレートから１白金耳のＡＢ５８１４株コロニーを採取し、５０ｍＬのＹＰ
Ｄ培地に植菌し、３０℃で１晩培養したものを前培養液とした。その後、得られた前培養
液を初発菌数が１×１０７ｃｅｌｌｓ／ｍＬとなるように１．５ＬのＹＰＤ培地に植菌し
、３０℃のインキュベーター中で１６時間、攪拌数２００ｒｐｍで振とう培養した。得ら
れた培養物から遠心分離処理することにより上清の一部を除去し、固形分１５質量％の酵
母菌体の懸濁液（酵母懸濁液）を調製した。
【００３７】
＜方法１＞　
　まず、調製した酵母懸濁液（菌体固形分濃度が１５質量％）を、１２０℃、４０秒間で
ＵＨＴ殺菌した。殺菌後の酵母懸濁液に、２５質量％の水酸化ナトリウム水溶液（２３．
２ｇ）を添加してｐＨ９．０に調整した後、６５℃で９０分間インキュベートすることに
より抽出処理を行った。抽出処理後の酵母懸濁液（酵母抽出物）の一部を測定用にサンプ
リングした（菌体分離直前サンプル）。
　残りの酵母抽出物を遠心分離処理することにより上清（酵母エキス）を回収し、７０℃
にまで加温した後、その一部を測定用にサンプリングした（７０℃達温後サンプル）。残
りの酵母エキスに４７質量％の硫酸水溶液（８．９ｇ）を添加してｐＨ５．０に調整した
後、その一部を測定用にサンプリングした（ｐＨ調整後サンプル）。次いで、残りの酵母
エキスに０．３質量％の５’－ホスホジエステラーゼ（製品名：スミチームＮＰ、新日本
化学工業社製）を添加し、７０℃で６時間インキュベートすることによりヌクレアーゼ処
理を行った。ヌクレアーゼ処理後の酵母エキスについて、その一部を測定用にサンプリン
グし（Ｎｕｃ反応後サンプル）、残りを５０℃に調整した後に０．２質量％の５’－アデ
ニル酸デアミナーゼ（製品名：デアミザイムＧ、天野エンザイム社製）を添加し、５０℃
で３時間インキュベートすることによりデアミナーゼ処理を行った。デアミナーゼ処理後
の酵母エキスについて、その一部を測定用にサンプリングし（Ｄｅａ反応後サンプル）、
残りを１００℃で４０秒間加熱して失活処理した後、珪藻土濾過した後、固形分乾燥重量
が２５～５０質量％となるまで濃縮した後、さらに１００℃で４７秒間加熱してＵＨＴ殺
菌処理した。ＵＨＴ殺菌処理後の酵母エキスについて、その一部を測定用にサンプリング
し（ＵＨＴ２後サンプル）、残りをスプレードライにより乾燥することで、粉末状の酵母
エキス１（ＳＤ後サンプル）を得た。
【００３８】
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＜方法２＞　
　まず、調製した酵母懸濁液（菌体固形分濃度が１５質量％）を、１２０℃、４０秒間で
ＵＨＴ殺菌した。殺菌後の酵母懸濁液に、２５質量％の水酸化ナトリウム水溶液（１０．
０ｇ）を添加してｐＨ７．９に調整した後、７０℃で１８０分間インキュベートすること
により抽出処理を行った。抽出処理後の酵母懸濁液（酵母抽出物）の一部を測定用にサン
プリングした（菌体分離直前サンプル）。
　残りの酵母抽出物を遠心分離処理することにより上清（酵母エキス）を回収し、７０℃
を保持したまま、その一部を測定用にサンプリングした（７０℃達温後サンプル）。残り
の酵母エキスに４７質量％の硫酸水溶液（４．４ｇ）を添加してｐＨ５．０に調整した後
、その一部を測定用にサンプリングした（ｐＨ調整後サンプル）。次いで、方法１と同様
にして、残りの酵母エキスに対してヌクレアーゼ処理した後にデアミナーゼ処理し、さら
に失活処理、珪藻土濾過処理、濃縮処理、殺菌処理をした後、スプレードライにより乾燥
することで、粉末状の酵母エキス２を得た。
【００３９】
＜方法３＞　
　まず、調製した酵母懸濁液（菌体固形分濃度が１５質量％）に、４７質量％の硫酸水溶
液（１６．２１ｇ）を添加してｐＨ３．５に調整した後、６０℃で３０分間インキュベー
トした（酸処理）。酸処理後の酵母懸濁液を、１２０℃、４０秒間でＵＨＴ殺菌し、殺菌
後の酵母懸濁液に、２５質量％の水酸化ナトリウム水溶液（５３．６ｇ）を添加してｐＨ
９．０に調整した後、６５℃で９０分間インキュベートすることにより抽出処理を行った
。抽出処理後の酵母懸濁液（酵母抽出物）の一部を測定用にサンプリングした（菌体分離
直前サンプル）。
　残りの酵母抽出物を遠心分離処理することにより上清（酵母エキス）を回収し、７０℃
にまで加温した後、その一部を測定用にサンプリングした（７０℃達温後サンプル）。残
りの酵母エキスに４７質量％の硫酸水溶液（９．９ｇ）を添加してｐＨ５．０に調整した
後、その一部を測定用にサンプリングした（ｐＨ調整後サンプル）。次いで、方法１と同
様にして、残りの酵母エキスに対してヌクレアーゼ処理した後にデアミナーゼ処理し、さ
らに失活処理、珪藻土濾過処理、濃縮処理、殺菌処理をした後、スプレードライにより乾
燥することで、粉末状の酵母エキス３を得た。
【００４０】
＜方法４＞　
　まず、調製した酵母懸濁液（菌体固形分濃度が１５質量％）に、２５質量％の水酸化ナ
トリウム水溶液（２９．９ｇ）を添加してｐＨ９．０に調整した後、６５℃で９０分間イ
ンキュベートすることにより抽出処理を行った。抽出処理後の酵母懸濁液（酵母抽出物）
を、１２０℃、４０秒間でＵＨＴ殺菌し、殺菌後の酵母抽出物の一部を測定用にサンプリ
ングした（菌体分離直前サンプル）。
　残りの酵母抽出物を遠心分離処理することにより上清（酵母エキス）を回収し、７０℃
にまで加温した後、その一部を測定用にサンプリングした（７０℃達温後サンプル）。残
りの酵母エキスに４７質量％の硫酸水溶液（５．０ｇ）を添加してｐＨ５．０に調整した
後、その一部を測定用にサンプリングした（ｐＨ調整後サンプル）。次いで、方法１と同
様にして、残りの酵母エキスに対してヌクレアーゼ処理した後にデアミナーゼ処理し、さ
らに失活処理、珪藻土濾過処理、濃縮処理、殺菌処理をした後、スプレードライにより乾
燥することで、粉末状の酵母エキス４を得た。
【００４１】
＜方法５＞　
　まず、調製した酵母懸濁液（菌体固形分濃度が１５質量％）を、６０℃で３０分間イン
キュベートして殺菌処理を行った。殺菌処理後の酵母懸濁液に、２５質量％の水酸化ナト
リウム水溶液（２９．９ｇ）を添加してｐＨ９．０に調整した後、６５℃で９０分間イン
キュベートすることにより抽出処理を行った。抽出処理後の酵母懸濁液（酵母抽出物）の
一部を測定用にサンプリングした（菌体分離直前サンプル）。
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　残りの酵母抽出物を遠心分離処理することにより上清（酵母エキス）を回収し、７０℃
にまで加温した後、その一部を測定用にサンプリングした（７０℃達温後サンプル）。残
りの酵母エキスに４７質量％の硫酸水溶液（１１．３ｇ）を添加してｐＨ５．０に調整し
た後、その一部を測定用にサンプリングした（ｐＨ調整後サンプル）。次いで、方法１と
同様にして、残りの酵母エキスに対してヌクレアーゼ処理した後にデアミナーゼ処理し、
さらに失活処理、珪藻土濾過処理、濃縮処理、殺菌処理をした後、スプレードライにより
乾燥することで、粉末状の酵母エキス５を得た。
【００４２】
＜方法６＞　
　まず、調製した酵母懸濁液（菌体固形分濃度が１５質量％）を、６０℃で３０分間イン
キュベートして殺菌処理を行った。殺菌処理後の酵母懸濁液に対して、その一部を測定用
にサンプリングし（菌体分離直前サンプル）、残りを遠心分離処理することにより上清（
酵母エキス）を回収した。回収された酵母エキスを７０℃にまで加温した後、その一部を
測定用にサンプリングした（７０℃達温後サンプル）。残りの酵母エキスに４７質量％の
硫酸水溶液（２．１ｇ）を添加してｐＨ５．０に調整した後、その一部を測定用にサンプ
リングした（ｐＨ調整後サンプル）。次いで、方法１と同様にして、残りの酵母エキスに
対してヌクレアーゼ処理した後にデアミナーゼ処理し、さらに失活処理、珪藻土濾過処理
、濃縮処理、殺菌処理をした後、スプレードライにより乾燥することで、粉末状の酵母エ
キス６を得た。
【００４３】
＜分解率＞
　各方法においてサンプリングされた、遠心分離処理により菌体が分離回収される直前の
サンプル（菌体分離直前サンプル）について、酵母エキスの分解率を調べた。分解率（％
）は、酵母懸濁液中の全固形分のうちエキス分（可溶性固形分）の割合であり、下記式（
ａ）に基づいて算出した。「Ａ」は、サンプル（エキス懸濁液）中の水分（質量％）を、
「Ｂ」は、サンプルを遠心分離処理して得られた上清中の水分（質量％）を、それぞれ意
味する。
式（ａ）：　分解率（％）＝〔Ａ×（１００－Ｂ）〕/〔Ｂ×（１００－Ａ）〕×１００
【００４４】
＜ＡＩＧ含有量の測定＞
　各方法において得られた各サンプルに含まれるアデニル酸、イノシン酸、及びグアニル
酸の濃度を、Ｃ１８カラムを用いたＨＰＬＣ分析により得られたクロマトグラフのピーク
面積と、濃度既知の標準品のピーク面積との比から算出した。イノシン酸の標準品として
はイノシン５’一リン酸（シグマ社製）を、グアニル酸の標準品としてはグアノシン５’
一リン酸二ナトリウム塩水和物（シグマ社製）を、アデニル酸の標準品としてはアデノシ
ン５’一リン酸ナトリウム塩（シグマ社製）を、それぞれ用いた。
【００４５】
　具体的には、まず、固形分重量が１．００～１．０５ｇとなる量のサンプルを超純水に
溶解させて１００ｍＬのサンプル溶液を調製した後、これを超純水で希釈した希釈溶液を
調製した。次いで、この希釈溶液１ｍＬをＭｉｌｌｅｘ（登録商標）シリンジフィルター
により濾過し、濾液２００μＬをＨＰＬＣバイアルに移し、下記の条件にてＨＰＬＣを行
い、クロマトグラフのピーク面積からアデニル酸（Ａ）、イノシン酸（Ｉ）、及びグアニ
ル酸（Ｇ）の濃度を測定した。
【００４６】
ＨＰＬＣ装置：アライアンスｅ２６９５（Ｗａｔｅｒｓ社製）、
カラム：ＹＭＣ　Ｈｙｄｒｏｓｐｈｅｒｅ　Ｃ１８（ワイエムシィ社製）、
検出器：ＵＶ検出２４８９（Ｗａｔｅｒｓ社製）、
移動相：５ｍｍｏｌ／Ｌ　テトラブチルアンモニウムヒドロキシドを含有する１００ｍｍ
ｏｌ／Ｌ　リン酸二水素カリウム溶液（ｐＨ３．９）、
インジェクション：１０μＬ、
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カラム温度：３５℃、
流量：１ｍＬ／分、
検出波長：２５０ｎｍ、
分析時間：６０分間。
【００４７】
　各サンプルについて、固形分乾燥重量当たりのアデニル酸、イノシン酸、及びグアニル
酸の総含有量（２Ｎａ・７水和物換算）の割合（以下、「ＡＩＧ含有量」ということがあ
る。）を、下記式（ｂ）に基づいて算出した。式中、「アデニル酸のＨＰＬＣ測定値（ｐ
ｐｍ）」はＨＰＬＣのクロマトグラフピーク面積比から算出されたアデニル酸（２Ｎａ・
７水和物換算）濃度であり、「イノシン酸のＨＰＬＣ測定値（ｐｐｍ）」はＨＰＬＣのク
ロマトグラフピーク面積比から算出されたイノシン酸（２Ｎａ・７水和物換算）濃度であ
り、「グアニル酸のＨＰＬＣ測定値（ｐｐｍ）」はＨＰＬＣのクロマトグラフピーク面積
比から算出されたグアニル酸（２Ｎａ・７水和物換算）濃度であり、「Ｃ」は、サンプル
溶液を超純水で希釈した際の希釈率であり、「Ｄ」は、サンプル溶液の調製に用いた各サ
ンプルの固形分重量（ｇ）であり、「ＤＭ（％）」は、各サンプル（粉末）の固形分乾燥
重量割合（［固形分乾燥重量（ｇ）］／［固形分重量（ｇ）］×１００）である。また、
式中、１．４９６、１．４９４、及び１．４７６は、ぞれぞれ、アデニル酸、イノシン酸
、及びグアニル酸を２Ｎａ・７水和物換算する際の係数である。
【００４８】
式（ｂ）：［ＡＩＧ含有量（％）］＝｛（［アデニル酸のＨＰＬＣ測定値（ｐｐｍ）］×
１．４９６）＋（［イノシン酸のＨＰＬＣ測定値（ｐｐｍ）］×１．４９４）＋（［グア
ニル酸のＨＰＬＣ測定値（ｐｐｍ）］×１．４７６）｝／１００００×Ｃ／Ｄ／［ＤＭ（
％）］×１００
【００４９】
　なお、デアミナーゼ反応終了時点以降のサンプルにおいて、サンプル中のアデニル酸は
イノシン酸に変換されているため、「ＡＩＧ含有量（％）」は、「ＩＧ含有量（％）」に
相当する。
【００５０】
　菌体分離直前サンプルの分解率の測定結果を図１に示す。方法３及び４において分解率
は４５％前後と高く、方法５においても４０％以上と高かった。ＵＨＴ殺菌後にアルカリ
抽出を行った方法１に比べて、アルカリ抽出後にＵＨＴ殺菌を行った方法４のほうが分解
率が高かったことから、殺菌前にアルカリ抽出処理を行うことにより、より多くの菌体が
分解されることがわかった。また、酵母菌体の殺菌処理を、ＵＨＴ殺菌で行った方法１よ
りも、６０℃で３０分間という低温度長時間の殺菌処理を行った方法５のほうが分解率が
高かった。一方で、遠心分離処理前にアルカリ抽出を行っていない方法６では、分解率は
３０％未満であり、一般的な熱水抽出のみと変わらない結果となった。
【００５１】
　各サンプルのＡＩＧ含有量の測定結果を図２に示す。全工程を通して、方法１及び２に
おけるサンプルが最もＡＩＧ含有量が高かった。分解率が高かった方法３～５におけるサ
ンプルのＡＩＧ含有量がより低かったのは、酵母菌体から核酸以外の様々な物質がより多
く抽出されてしまったためと推察される。一方で、方法６におけるサンプルのＡＩＧ含有
量は非常に低く、ほとんど菌体から核酸が抽出されていないことが示された。
【００５２】
　その他、方法４と方法５により調製されたサンプルでは、得られた酵母エキスの色度が
その他よりも高かった。これは、菌体を充分に失活させる前に抽出処理を行ったためと推
察される。一方で、ほとんど分解されていない方法６のサンプルと、分解率は高いが中和
塩の含有量が多い方法３のサンプルは、比較的色度は低かった。
【００５３】
＜アミノ酸組成＞
　各方法により得られた粉末状の酵母エキス（ＳＤ後サンプル）について、遊離アミノ酸
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組成を調べた。測定は、Ａｃｑｕｉｔｙ　ＵＰＬＣ分析装置（ウォーターズ社製、米国）
を用いて、アキュタグウルトラ（ＡｃｃＱ－Ｔａｇ Ｕｌｔｒａ）ラベル化法により測定
した。当該測定法では、試料中の遊離アミノ酸を選択的に定量することができる。
　この結果、粉末状の酵母エキス１～６において、遊離アミノ酸の組成にはさほど大きな
差はなかった（図示せず。）。なお、粉末状の酵母エキス３ではＧＡＢＡ含有量が高かっ
たが、これは酵母菌体を失活させる前に酸処理を行ったためにグルタミン酸がＧＡＢＡに
変換されたためと推察される。
【００５４】
＜官能評価＞
　各方法により得られた粉末状の酵母エキス（ＳＤ後サンプル）の１．０質量％水溶液に
ついて、旨味について評価した。評価は、酵母エキス専門パネラー７名で行い、旨味の強
い順に順位（旨味強度が最も強いものを１位とし、最も弱いものを６位とする。）をつけ
た。各方法により得られた酵母エキスに対して各パネラーの評価結果（各サンプルにつけ
た旨味強度順位）を表１に、フリーコメントを表２にそれぞれ示す。
【００５５】
【表１】

【００５６】
【表２】

【００５７】
　この結果、方法１及び２（本発明に係る酵母エキスの製造方法に相当。）で得られた酵
母エキスが、７名のパネラーの順位の合計値が最も小さく、これらが他に比べて旨味に優
れていることが確認された。また、核酸がほとんど抽出されていなかった方法６で得られ
た酵母エキスは、他と比べて極端に順位が低かった。また、方法３～５に係る方法で得ら
れた酵母エキスは、酸味や雑味が目立った。これは、核酸以外の物質が過剰に抽出された
ためと推察される。
【００５８】
［実施例２］
　酵母菌体をＵＨＴ殺菌処理する条件をふり、分解率やＡＩＧ含有量に対する影響を調べ
た。
【００５９】
　まず、調製した酵母懸濁液（菌体固形分濃度が１５質量％）を、表３に示す温度と時間
でＵＨＴ殺菌した。殺菌後の酵母懸濁液の一部を測定用にサンプリング（ＵＨＴ１後サン
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プル）、残りを７０℃に調整した上で２５質量％の水酸化ナトリウム水溶液を添加してｐ
Ｈ７．９に調整した後、７０℃で４．５時間インキュベートすることにより抽出処理を行
った。抽出開始から０時間目、１．５時間目、３時間目、及び４．５時間目（終了時）に
、酵母懸濁液の一部を測定用にサンプリングした（抽出０ｈサンプル、抽出１．５ｈサン
プル、抽出３ｈサンプル、抽出４．５ｈサンプル。なお、抽出４．５ｈサンプルは、実施
例１における菌体分離直前サンプルに相当する。）。
　残りの酵母抽出物を遠心分離処理することにより上清（酵母エキス）を回収し、７０℃
にまで加温した後、その一部を測定用にサンプリングした（７０℃達温後サンプル）。残
りの酵母エキスに４７質量％の硫酸水溶液を添加してｐＨ５．０に調整した後、その一部
を測定用にサンプリングした（ｐＨ調整後サンプル）。次いで、実施例１の方法１と同様
にして、残りの酵母エキスに対してヌクレアーゼ処理した後にデアミナーゼ処理し、さら
に失活処理、珪藻土濾過処理、濃縮処理、殺菌処理をした後、スプレードライにより乾燥
することで、粉末状の酵母エキスを得た。
【００６０】
　各サンプルについて、分解率（％）とＡＩＧ含有量（％）を、実施例１と同様にして測
定した。測定結果を表３に示す。この結果、抽出処理前のＵＨＴ殺菌の殺菌温度が１２０
℃の試験区１及び２のほうが、１００℃の試験区３及び４よりも、分解率が高い傾向が観
察された。ただし、その差は、ＵＨＴ殺菌処理後が最も大きく、抽出処理開始から３時間
を経過するころにはいずれもほぼ同程度となっていた。また、ＡＩＧ含有量も、ＵＨＴ殺
菌処理後から抽出処理の序盤では、抽出処理前のＵＨＴ殺菌の殺菌温度が１２０℃の試験
区１及び２のほうが、１００℃の試験区３及び４よりも高くなっていたが、抽出処理開始
から１．５時間を経過するころにはいずれもほぼ同程度となっていた。すなわち、抽出処
理前の殺菌処理の条件の違いにかかわらず、全ての試験区において、ＡＩＧ含有量が高い
酵母エキスを調製することができた。
【００６１】
【表３】

【００６２】
［実施例３］
　酵母菌体を抽出処理する条件をふり、分解率やＡＩＧ含有量に対する影響を調べた。
　具体的には、抽出処理の条件を表４に示す通りとし、抽出時間を６時間とし、抽出開始
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母懸濁液の一部を測定用にサンプリングした（抽出０ｈサンプル、抽出１．５ｈサンプル
、抽出３ｈサンプル、抽出４．５ｈサンプル、抽出６ｈサンプル）以外は、実施例２と同
様にして酵母懸濁液から粉末状の酵母エキスを調製した。
【００６３】
【表４】

【００６４】
　各サンプルについて、分解率（％）とＡＩＧ含有量（％）を、実施例１と同様にして測
定した。測定結果を図３～８に示す。抽出温度を７０℃とした試験区ｍ１～ｍ３について
、図３に分解率の推移（各サンプルの分解率）を、図４にＡＩＧ含有量の推移（各サンプ
ルのＡＩＧ含有量）を示す。同様に、抽出ｐＨを７．７とした試験区ｍ２、ｍ４、ｍ６に
ついて、図５に分解率の推移を、図６にＡＩＧ含有量の推移を示し、抽出温度を７５℃と
した試験区ｍ４及びｍ５について、図７に分解率の推移を、図８にＡＩＧ含有量の推移を
示す。抽出温度が一定の場合、抽出処理におけるｐＨが高いほど、分解率は高くなる傾向
が観察されたが、ＡＩＧ含有量はあまり差がなかった（図３、４、７、及び８）。抽出処
理におけるｐＨが一定の場合には、温度が高くなるほど分解率は高くなる傾向が観察され
たが、ＡＩＧ含有量はあまり差がなかった（図５及び６）。すなわち、抽出処理の条件の
違いにかかわらず、全ての試験区において、ＡＩＧ含有量が高い酵母エキスを調製するこ
とができた。
【００６５】
［実施例４］
　下記表５に示す酵母について、酵母菌体から抽出した抽出物をヌクレアーゼ処理及びデ
アミナーゼ処理する方法により、酵母エキスを調製し、得られた酵母エキスの乾燥重量当
たりのＩＧ含有量（イノシン酸とグアニル酸の含有量）を測定した。下記表中、「ＩＦＯ
番号」とは、公益財団法人発酵研究所の登録番号を意味する。
【００６６】
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【表５】

【００６７】
　具体的には、まず、実施例１の＜酵母の培養物の調製＞と同様にして、固形分１５質量
％の酵母菌体の懸濁液（酵母懸濁液）を調製した後、同じ実施例１の＜方法１＞又は＜方
法５＞と同様にして酵母エキスを調製した。
【００６８】
　実施例１と同様にして、Ｄｅａ反応後サンプルのＩＧ含有量と、菌体分離直前サンプル
（アルカリ抽出後、遠心分離処理により菌体が分離回収される直前のサンプル）の分解率
を調べた。測定結果を表６に示す。この結果、いずれの菌株においても、方法１のほうが
方法５よりも、Ｄｅａ反応後サンプルのＩＧ含有量が高く、より核酸含有量の高い酵母エ
キスが調製できることが確認された。また、ＩＦＯ ０６３９株を除き、分解率を測定し
た全ての菌株において、方法５のほうが、菌体分離直前サンプルの分解率が高く、核酸以
外の物質が過剰に抽出されていることが示唆された。
【００６９】
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【表６】

【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明に係る酵母エキスの製造方法により、従来の酵母エキスの製造方法と比較して核
酸含有量のより高い酵母エキスを酵母菌体から調製することができる。
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